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序章 都市計画マスタープランの策定にあたって 
 

 

市町村は、都市計画法第１８条の２の規定により、都市計画に関する基本的な方針を定める

ものとされています。 

本都市計画マスタープランは、上位計画である「第８次野木町総合計画「キラリのぎプラン」」

や「国土利用計画野木町計画」との整合を図りつつ、野木町の進めるまちづくりの将来像を明

らかにし、今後の都市計画の指針となることを目的とします。 

 

 

序－２ 対象とする区域 

野木町は町域（30.26 ㎢）がすべて都市計画区域に属していることから、町全域を対象区域

とします。 
 

 

序－３ 目標とする年次 

長期的なまちづくりの指針となるプランであるため、平成４７年を目標年とします。 

なお、上位計画の見直しや社会経済情勢の変化などを参考にしながら、必要に応じて見直し

を行うこととします。 

 

 

序－４ プランの役割と構成 

 

（１）プランの役割 

 
本都市計画マスタープランでは、どのようなまちづくりをどのような方針のもとに実現化し

ていくのかを示すことが重要となります。 
このため町民参加のもとに町の将来像を描き、まちづくりの合意形成のプロセスを大切にし

つつ、具体的な都市計画を進めていくことを明確にすることとします。 
このような考え方を参考にして本プランが担っていく役割を次の３点とします。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

《 都市計画マスタープラン３つの役割 》 
 

分かりやすいまちづくりの将来像を示すこと。 

まちづくりの核となる主な都市施設や都市機能の配置方針を確認すること。 

実行性のあるまちづくりの整備・開発・保全を進めること。 

序－１ プランの目的 
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（２）プランの構成 

 
本都市計画マスタープランの構成は、次のとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６－３ 

公園･緑地 

の整備方針

 

第８章 都市計画マスタープランの実現に向けて 

序 章 

第１章 第２章

第３章 

第４章 

第５章 

第６章 

第７章 

都市計画マスタープランの策定にあたって 

野木町の現況 上位・関連計画の整理 

まちづくりの課題 

まちづくりの目標 

まちづくりの基本方針 

まちづくりを支える分野別計画 

地域別構想 

６－１ 

土地利用 

の方針 

 

６－２ 

交通体系 

の整備方針 

 

６－５ 

景観形成 

の方針 

 

６－４ 

河川・下水道・

その他の都市

施設の整備方針

６－６ 

防災等に 

関する方針 

 

７－１ 

友沼地域 

 

７－５ 

新橋地域 

 

７－４ 

南赤塚地域

 

７－２ 

野木地域 

 

７－３ 

佐川野地域

 

全

体

構

想

地
域
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序章 都市計画マスタープランの策定にあたって

 

 

本都市計画マスタープランは平成２８年度、平成２９年度の２ヶ年に渡って見直し作業を行

い、策定しました。 
 

■ 都市計画マスタープランの策定の流れ 

 
策定までの流れは次のとおりです。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

序－５ プラン策定の方法 

改訂案の検討 

野木町都市計画マスタープラン 

策定委員会 

［学識経験者、各種団体、公募町民］

野木町都市計画マスタープラン

検討委員会 

［副町長、教育長、部課長］ 

県・関係市町意見照会 

町議会報告（全員協議会） 

町長への答申 

都市計画審議会 

庁議・公表 

パブリックコメント 

答 
 

申

意 
 

見


